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令和７年度渋川市一般廃棄物処理実施計画 
 

１　一般廃棄物の種類別排出量 

　（１）ごみ等                                                  （ｔ／年） 
 

       排出量  直　接  他市町村から 他市町村への             
 収集量  小　計   合　計 
 種類 搬入量 の 搬 入 量 の 搬 出 量

可燃ごみ 16,208 9,506 25,714 － － 25,714 

不燃ごみ 984 250 1,234 － － 1,234 

粗大ごみ 188 11 199 － － 199 

ペットボトル 173 － 173 － － 173 

ガラスビン 291 － 291 － － 291 

容器包装プラス      303 －        303 － － 303 
チック

製品プラス 
49 － 49 － － 49 

チック

雑がみ 9 － 9 － － 9 

小型家電 5 － 5 － － 5 

廃蛍光管 1 － 1 － － 1 

廃食用油 6 － 6 － － 6 

インクカートリッジ 1 － 1 － － 1 

小型充電式電池 1 － 1 － － 1 

特定家庭用機器        5 － 5 － － 5 

処理困難物       13 －         13 － － 13 

動物の死体        2 －          2 － －          2 

伐採木等 － 615 615 　14,646 － 15,261 

食品廃棄物 － － － － 238 238 

合 計 18,239 　10,382 28,621  14,646 238 43,505 

資源ごみ 1,824 － 1,824 － － 1,824 

　※「資源ごみ」は、地域の団体等が集団回収する、専ら再生利用の目的となる

　　古紙類・金属類等の排出量をいう。 
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　（２）し尿・汚泥                                              （㎘／年） 

       排出量  直　接  他市町村から 他市町村への  
 収集量  小　計   合　計 
 種類 搬入量 の 搬 入 量 の 搬 出 量

汲み取り        1,471  － 1,471  － － 1,471  
し　　尿

単独浄化槽                  5,240  － 5,240  － － 5,240  
汚　　泥

合 併 処 理        8,003  － 8,003  － － 8,003  
浄化槽汚泥

雑排水汚泥 － － － － － －

合 計 14,714 － 14,714 － － 14,714 

 

 

２　一般廃棄物の収集運搬・処分方法 

　（１）ごみ等 
　　ア　ごみ等の収集運搬の主体 

 品目・重量等の条件
一般廃棄物の種類 

直　営 委　託 許　可 直接搬入

 長さ50cm以上    
可燃ごみ  同　左 同　左 同　左 

のものは不可

  長さ50cm以上及び   
  処理困難物は不可   

不燃ごみ － 廃エアゾール製品 処理困難物は不可 同　左 
等は他の不燃ごみ  
と指定袋を分ける

粗大ごみ 処理困難物は不可 同　左 同　左 同　左

     
ペットボトル －   － 

 ペットボトル       －
ガラスビン ビン３種類

 

－

 長さ50cm未満で   
プラスチック 素材の全てがプ

－
 

－
 

ラスチックでで
きているもの

 資源ごみとして集    
雑がみ 団回収で収集する

－
 

－
 

－
 

古紙類・雑誌類・
ダンボールは除く

 特定家庭用機器    
小型家電 

を除く家電製品
 － － － 
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廃蛍光管 割れたものは不可 － － －

廃食用油 － 植物性油のみ － －

 インクジェットプリ    
インクカートリッジ  － － － 

ンターのもののみ　

 電子機器から取り    
小型充電式電池  － － － 

外したもののみ　

家庭系特殊 不法投棄を収集した  特定家庭用機器の指    同　左  － 
廃　棄　物 特定家庭用機器等　 定引取場所への運搬

動物の死体 可燃ごみとして処理 同　左 － －

焼却灰・残渣 可燃ごみとして処理 同　左 － －

汚泥 － 農業集落排水のみ 同　左 －

資源ごみ
 地域の団体等が集団回収を実施するために指定した集積場所から、 
 回収業者へ引き渡す

 

　　イ　ごみ等の処理・処分の主体 

 中間処理 最終処分
一般廃棄物 
の 種 類  直営・委託・  直営・委託・ 

処理施設  処理施設  
許可等の区分 許可等の区分

  渋川地区広域圏    
可燃ごみ   直営（広域） エコ小野上処分場  直営（広域） 

 清掃センター

  渋川地区広域圏    
不燃ごみ   直営（広域） エコ小野上処分場  直営（広域） 

 清掃センター

  渋川地区広域圏    
粗大ごみ   直営（広域） エコ小野上処分場  直営（広域） 

 清掃センター

雑がみ  民間事業者  売却  資源化

      使用済小型電子機器等の再資源化の 
小型家電  民間事業者  委託  促進に関する法律に基づく認定事業 

 者による資源化

廃蛍光管  民間事業者  委託  資源化

廃食用油  民間事業者  売却  燃料化

インクカートリッジ  民間事業者  委託  資源化

小型充電式電池  民間事業者  委託  資源化
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　イ　ごみ等の処理・処分の主体（前頁の続き） 

 中間処理 最終処分
一般廃棄物 
の 種 類  直営・委託・  直営・委託・ 

処理施設  処理施設  
許可等の区分 許可等の区分

  特定家庭    特定家庭用機器再商品化法に基づく    民間事業者  指定引取場所  
家  用機器  製造業者等による資源化
庭 
系 廃タイヤ  民間事業者  委託  資源化
特 
殊 廃ﾊﾞｯﾃﾘｰ  民間事業者  委託  資源化 
棄 
物     消火器リサイクル推進センターの広 

廃消火器  民間事業者  広域認定制度  
 域認定制度による資源化

動物の死体  可燃ごみと同様の取り扱い

焼却灰・残渣  可燃ごみと同様の取り扱い

  北進重機(株)  許可  破砕・資源化
伐 採 木   
及び根株  吾妻木質燃料(株)  許可  破砕・資源化

汚泥
 渋川地区広域圏   直営（広域） エコ小野上処分場 直営（広域）
 清掃センター

資源ごみ
 地域の団体等が集団回収し、回収業者が引き渡しを受けたものを問屋へ 
 直接運搬することによる資源化

 

　　ウ　一般廃棄物処理業に対する許可の方針 

　　①　収集運搬業の許可について 

　　　　排出量の大幅な増加がなく、既存の許可業者の処理能力において十分な

　　　処理が可能であること、また、許可業者の増加により過当競争が生じ、安

　　　易なごみの排出や不適正処理につながることが懸念されるため、収集運搬

　　　業の新規許可については行わないこととする。 

　　　　ただし、市による処理が困難な種類や、新たな行政需要・法令等に基づ

　　　き処理を行う必要が生じ、既存の許可業者の能力では対応できない種類の

　　　一般廃棄物に係る収集運搬について、市長が必要と認める場合には許可す

　　　るものとする。 

 

　　②　処分業の許可について 

　　　　ごみの減量化や資源化を目的とし、適正処理することが確実であり、か

　　　つ市において減量化や資源化することが困難であると認められる場合には

　　　許可するものとする。 
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エ　市外で排出された一般廃棄物の市内処分 

排出事業者
 
(株)関電工 群馬支店

 
(株)関電工 群馬支店

種　　類  高崎市内から排出される木くず  伊勢崎市内から排出される木くず

排 出 量  80t／年  80t／年

収集運搬業者  生方工業(株)  生方工業(株)

処分の場所  渋川市金井2275番地5　外  渋川市金井2275番地5　外

処分業者  北進重機(株)  北進重機(株)

処理方法  破砕・資源化  破砕・資源化

  令和7年4月1日から  令和7年4月1日から 
処理期間   

 令和8年3月31日まで  令和8年3月31日まで 

排出事業者  吉岡町  吉岡町

種　　類  木くず  木くず

排 出 量  1t／年  1t／年 

収集運搬業者  吉岡町在住の町民  吉岡町在住の町民

処分の場所  渋川市金井2275番地5　外  渋川市祖母島2044番地1

処分業者  北進重機(株)  吾妻木質燃料(株)

処理方法  破砕・資源化  破砕・資源化

  令和7年4月1日から  令和7年4月1日から 
処理期間   

 令和8年3月31日まで  令和8年3月31日まで 

排出事業者  東京都西東京市  東京都西東京市

種　　類  木くず  木くず

排 出 量  3,000t／年  1,500t／年

収集運搬業者  北進重機(株)  バイオロジスティクス(株)

処分の場所  渋川市金井2275番地5　外  渋川市祖母島2044番地1

処分業者  北進重機(株)  吾妻木質燃料(株)

処理方法  破砕・資源化  破砕・資源化

  令和7年4月1日から  令和7年4月1日から 
処理期間   

 令和8年3月31日まで  令和8年3月31日まで 
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　　エ　市外で排出された一般廃棄物の市内処分（前頁の続き） 

排出事業者  東京都小金井市  東京都小金井市

種　　類  枝木・雑草類及び落ち葉  枝木・雑草類及び落ち葉

排 出 量  1,000t／年  1,000t／年

収集運搬業者  北進重機(株)  吾妻木質燃料(株)

処分の場所  渋川市金井2275番地5　外  渋川市祖母島2044番地1

処分業者  北進重機(株)  吾妻木質燃料(株)

処理方法  破砕・資源化  破砕・資源化

  令和7年4月1日から  令和7年4月1日から 
処理期間   

 令和8年3月31日まで  令和8年3月31日まで 

 

排出事業者  東京都武蔵野市  東京都武蔵野市                 

種　　類  剪定枝葉  剪定枝葉

排 出 量  94t／年  34t／年

収集運搬業者  北進重機(株)  吾妻木質燃料(株)

処分の場所  渋川市金井2275番地5　外  渋川市祖母島2044番地1

処分業者  北進重機(株)  吾妻木質燃料(株)

処理方法  破砕・資源化  破砕・資源化

  令和7年4月1日から  令和7年4月1日から 
処理期間   

 令和8年3月31日まで  令和8年3月31日まで 

 

排出事業者
 
埼玉県朝霞市  埼玉県狭山市

種　　類  木くず  木くず

排 出 量  5,280t／年  500t／年

収集運搬業者  北進重機(株)  北進重機(株)

処分の場所  渋川市金井2275番地5　外  渋川市金井2275番地5　外

処分業者  北進重機(株)  北進重機(株)

処理方法  破砕・資源化  破砕・資源化

  令和7年4月1日から  令和7年4月1日から 
処理期間   

 令和8年3月31日まで  令和8年3月31日まで 
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排出事業者
 
神奈川県川崎市  

 
種　　類  木くず  

 
排 出 量  2,076t／年  

 
収集運搬者  北進重機(株)  

 
処分の場所  渋川市金井2275番地5　外  

 
処分業者  北進重機(株)    
処理方法  破砕・資源化    

  令和7年4月1日から 
処理期間  

 令和8年3月31日まで 

オ　市内で排出された一般廃棄物の区域外処分 

排出事業者  渋川市内のﾍﾞﾙｸ1店舗、ﾌﾚｯｾｲ1店舗  渋川市内の飲食店等4事業者

種　　類  食品廃棄物  食品廃棄物

排 出 量  28t／年  193t／年

収集運搬業者  (株)丸越  リプロテック(株)

処分の場所  前橋市富士見町赤城山1204番地1663  前橋市富士見町赤城山1204番地1663

処分業者  リプロテック(株)  リプロテック(株)

処理方法  堆肥化  堆肥化

  令和7年4月1日から  令和7年4月1日から 
処理期間   

 令和8年3月31日まで  令和8年3月31日まで 

 
排出事業者

 
渋川市内のとりせん2店舗  

 
種　　類  食品循環資源（食リ法）  

 
排 出 量  17t／年  

 
収集運搬業者  (株)環境システムズ  

 
処分の場所  埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山328  

 
処分業者  (株)アイル・クリーンテック    
処理方法  堆肥化    

  令和7年4月1日から 
処理期間  

 令和8年3月31日まで 
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　（２）し尿・汚泥 

　　ア　し尿・汚泥の収集運搬の主体　 

 規模・含水率等の条件
一般廃棄物 
の 種 類 直営・委託 廃 掃 法 浄 化 槽 法     直接搬入 

の 区 分 第7条許可 第35条許可

  組合管理者の許可   
し尿 －  － － 

（収集運搬条件無）

単 独 処 理   組合管理者の許可   － －  － 
浄化槽汚泥 （収集運搬条件無）

合 併 処 理   組合管理者の許可   － －  － 
浄化槽汚泥 （収集運搬条件無）

合 併 処 理     
浄化槽汚泥 委　託 － － － 

（農集排脱水汚泥）

雑排水汚泥 － － － －

 

　　イ　し尿・汚泥の処理・処分の主体 

 中間処理 最終処分
一般廃棄物 
の 種 類  直営・委託・  直営・委託・ 

処理施設  処理施設  
許可等の区分 許可等の区分

  渋川地区広域圏    
し尿  直　営 － － 

 環境クリーンセンター

単 独 処 理  渋川地区広域圏    
  直　営 － － 

浄化槽汚泥  環境クリーンセンター

合 併 処 理  渋川地区広域圏       直　営 － － 
浄化槽汚泥  環境クリーンセンター

合 併 処 理     
     

浄化槽汚泥  民間事業者 委託・許可 － － 
  

（農集排脱水汚泥）

雑排水汚泥 － － － －
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３　一般廃棄物の減量・資源化 

　（１) 一般廃棄物の減量 
　　ア　ごみの減量の方法及び量                         （ｔ／年） 

ごみの減量の方法

堆肥化等 集団回収 合計

 鉄 － 91    91    
 
 アルミ － 27    27    
 

ご ガラスビン － 11    11    
み 
の 古紙類 － 808           808
種 
類 雑誌類 － 286    286    
及 
び ダンボール － 589    589    
抑 
制 紙パック － 2    2    
量 

布類 － 10    10    

厨芥類 － － －

木くず － － －

合　　計 － 1,824    1,824    

 

　　イ　ごみの減量に対する助成等 

減量の方法 助成内容

 ・下記の減量化機器の購入者に対して、購入費用の一部を補助する。 

 　①堆肥化容器（購入価格の2分の1、補助限度額3,000円） 

 　②EM菌容器（購入価格の2分の1、補助限度額2,000円） 

堆肥化等 　③電動式生ごみ処理機（購入価格の2分の1、補助限度額25,000円） 

　④枝葉破砕機（購入価格の2分の1、補助限度額10,000円） 

・生ごみを堆肥化し、ごみとして排出しない世帯を対象として、専用指定

　ごみ袋「生ごみは入っていません袋」を無償配布する。

 ・資源ごみの回収団体に対して、回収量1kg当たり8円（金属類は10円）の

集団回収
 　報奨金を交付する。 

・優良回収報奨金として、過去3か年度の平均回収量を超えた部分に対して、

　回収量1kg当たり2円の報奨金を交付する。
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　（２）一般廃棄物の資源化 

　　ア　容器包装廃棄物の資源化の方法及び量             （ｔ／年） 

資源化の方法

分別収集に 中間処理施設    計 
よる資源化 での資源化

 スチール缶 － － －
 

 アルミ缶 － － －
 

ご 無色ビン 114    － 114    
み 
の 茶色ビン 122    － 122    
種 
類 その他ビン 55    － 55    
及 
び 紙パック － － －
資 
源 ダンボール － － －
化 
量 雑がみ － 9    9    

ペットボトル 173    － 173    

容器包装プラスチッ  －
　 303

ク
   303

合　　計 767    9    776    

 

　※渋川地区広域圏リサイクルセンターにおいて、ビン（3種類）は選別、ペッ

　　トボトルは圧縮梱包し、容器包装リサイクル法に基づき再商品化事業者へ引

　　き渡し、資源化する。 

  ※容器包装プラスチックは、株式会社リステム大里工場で中間処理し、容器包

　　装リサイクル法に基づき再商品化事業者へ引き渡し、資源化する。 

　※雑がみは、民間事業者へ売却し、資源化する。 
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　　イ　容器包装廃棄物以外の廃棄物の資源化の方法及び量 （ｔ／年） 

       資源化の方法

分別収集に 中間処理施設    計 
よる資源化 での資源化

 鉄 － 264           264
 
 アルミ － 77    77    
 
 小型家電 － 5    5    
 
ご 廃蛍光管 － 1    1    
み 
の 廃食用油 － 6    6    
種 
類 インクカートリッジ － 1    1    
及 
び 小型充電式電池 － 1    1    
資 
源 特定家庭用機器 － 5    5    
化 
量 処理 廃タイヤ    

     
困難 廃バッテリー － 13     13     

  
物　 廃消火器

伐採木及び根株 － 615    615    

製品プラスチック 49 －    　　　　49

合　　計 49         

 

　※鉄及びアルミは、渋川地区広域圏清掃センターにおいて破砕選別処理した上

　　で売却し、資源化する。 

　※不法投棄及び回収事業で収集した特定家庭用機器は、指定引取所へ運搬し、

　　資源化する。 

　※不法投棄及び回収事業で収集した廃タイヤ及び廃バッテリーは、民間事業者

　　へ委託し、資源化する。 

　※不法投棄及び回収事業で収集した廃消火器は、消火器リサイクル推進センタ

　　ーの広域認定制度により資源化する。 

  ※製品プラスチックは、株式会社リステム大里工場で中間処理し、プラスチッ

　　ク資源循環法に基づき再商品化事業者へ引き渡し、資源化する。 

　※上記以外は民間事業者へ引き渡し、資源化する。 
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　　ウ　市内の資源化施設の概要 

   処理方式 受入条件 
施設名称 設置場所   

及び能力 の 有 無

 渋川地区広域圏  渋川市行幸田  回転式破砕機     有り 
 清掃センター  3153番地2  40t/5h

   びん類手選別処理機     有り
 渋川地区広域圏  渋川市行幸田  4.2t/5h
 リサイクルセンター  3153番地2

 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ圧縮梱包機   有り 
 0.7t/5h

  渋川市金井  破砕処理施設  
 北進重機(株)   有り 

 2275番地5　外  173t/日 ・ 120t/日

  渋川市祖母島  破砕処理施設  
 吾妻木質燃料(株)   有り 

 2044番地1  346.4t/日

 
　（３）一般廃棄物の減量化・資源化の方策 

　　ア　家庭系一般廃棄物 

　　①　分別の徹底、ごみ出しマナーの向上、収集運搬及び処理作業の安全確保、

　　　他市町村からの持ち込み防止を目的として、渋川市指定ごみ袋等（可燃用

　　　：大・中・小、不燃用：大・小、プラスチック：大・中、粗大ごみシール）

　　　を使用し、適正なごみの排出を推進する。 

　　②　容器包装リサイクル法及びプラスチック資源循環法に基づく再商品化の

　　　ための収集を行い、焼却量及び最終処分場の埋立量を減らすとともに、資

　　　源化を推進する。 

　　③　雑がみ・小型家電・廃蛍光管・廃食用油・インクカートリッジ・小型充

　　　電式電池を拠点回収し、破砕、焼却量及び最終処分場の埋立量を減らすと

　　　ともに、資源化を推進する。 

　　④　資源ごみ集団回収団体に対する報奨金及びこれを回収する渋川市リサイ

　　　クル資源協同組合に対して補助金を交付し、資源ごみ回収の安定的な実施

　　　と循環型社会の形成を推進する。 

　　⑤　生ごみ（厨芥類）減量化のため、生ごみ処理機及び枝葉破砕機を購入し

　　　た市民に対して、購入費用の一部を補助し、堆肥化等を推進する。 

　　⑥　生ごみを堆肥化し、ごみとして排出しない世帯に対して、専用指定ごみ

　　　袋を無償配布する。 

　　⑦　渋川市もったいないの心を持って食品ロスの削減を推進する条例の趣旨

　　　に沿った食品ロス削減のための取組を実施するため、市民・事業者・関係

　　　団体との情報交換を行う推進協議会を設置する。 

　　⑧　伐採木・根株は、民間処理施設の利用により、焼却量及び最終処分場へ

　　　の埋立量を減らすとともに、資源化を推進する。 

　　⑨　多様なごみの減量化・資源化の方法について、調査・研究に取り組む。 
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　　イ　事業系一般廃棄物 

　　①　事業活動に伴って排出される廃棄物は、排出事業者自らの責任において

　　　適正に処理することを原則とする。 

　　　　排出事業者は廃棄物の発生抑制に努め、発生した廃棄物について分別を

　　　徹底し、資源回収業者などを活用するなどして、積極的に資源化に取り組

　　　むこととする。 

　　②　渋川地区広域圏清掃センターと協力し、事業系一般廃棄物の搬入時に、

　　　排出事業者及び収集運搬許可業者に対する搬入検査を実施する。 

　　③　伐採木・根株は、民間処理施設の利用により、造園業等から発生する廃

　　　棄物の資源化を促進する。 

　　④　食品ロス削減協力店の募集を行い、協力店へ啓発物品を配布する。 

 

　（４）一般廃棄物の減量化・資源化に関する普及啓発事業 

　　①　ごみの収集日や分別方法などを掲載したごみ収集カレンダーを各世帯に

　　　配布するとともに、転入者等に対して窓口で配布する。 

　　②　広報しぶかわや市ホームページ、公式ＳＮＳを活用し、市民により身近

　　　なごみの減量化・資源化に関する情報をタイムリーに発信する。 

　　③　各自治会に支部を置く環境美化推進協議会と協力し、ごみの適正な分別

　　　及び出し方について、市民へ啓発を行う。 

　　④　環境まつりを実施し、３Ｒについて啓発するとともに、処理困難物（特

　　　定家庭用機器・廃タイヤ・廃バッテリー・廃消火器）の回収事業により、

　　　資源化を推進する。 

　　⑤　出前講座や環境学習を実施し、市民や子どもに対して、減量化・資源化

　　　に関する啓発を行う。 

 
 
４　一般廃棄物の収集運搬主体及び収集区域等 

　（１－１）ごみ（直営・委託業者による家庭系一般廃棄物の収集運搬） 

  　　直営・委託業者による収集運搬は、集積場所を利用しようとする市民及び

　　渋川市環境美化推進協議会の支部において協議の上、位置を定め、その場所

　　を市に申し出て、市が収集可能であると確認した場所から下記の種類別によ

　　り行う。 

 
 　 ア　可燃ごみ 

主体 収集区域 収集回数 収集方法 搬入先

     市が確認した  
直     渋川地区広域圏清掃   渋川地区のうち旧渋川町 週2回  集積場所から  
営    センター

  収集する

  渋川地区のうち金島・豊秋・古巻   市が確認した  
委     渋川地区広域圏清掃   の全域及び伊香保・小野上・子持 週2回  集積場所から  
託    センター

 ・赤城・北橘地区の全域  収集する
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    イ　不燃ごみ 

主体 収集区域 収集回数 収集方法 搬入先

    市が確認した  
委     渋川地区広域圏清掃   渋川市内全域 月2回  集積場所から  
託    センター

 収集する

    ウ　プラスチック                                                        

主体 収集区域 収集回数 収集方法 搬入先

    市が確認した  
委
    集積場所から  渋川地区広域圏清掃 

託
 
渋川市内全域 月2回

 収集する  センター

    エ　ペットボトル・ガラスビン 

主体 収集区域 収集回数 収集方法 搬入先

    市が確認した  
委     渋川地区広域圏リサ   渋川市内全域 月2回  集積場所から  
託    イクルセンター

 収集する

    オ　粗大ごみ 

主体 収集区域 収集回数 収集方法 搬入先

    市が確認した  
直     渋川地区広域圏清掃   渋川地区の全域 年4回  集積場所から  
営    センター

 収集する

    市が確認した  
委  伊香保・小野上・子持・赤城・    渋川地区広域圏清掃   年4回  集積場所から  
託  北橘地区の全域   センター  収集する

 

　（１－２）ごみ（許可業者による家庭系・事業系一般廃棄物の収集運搬） 

  　　許可業者による収集運搬は、家庭系・事業系ともにそれぞれ個別での契約

　　とし、渋川市内全域を対象区域とする（許可業者は別添一覧のとおり）。 

 

　（２－１）し尿・汚泥（直営・委託業者による収集） 

　　ア　合併浄化槽汚泥（農業集落排水施設のみ） 

主体 収集区域 収集回数 収集方法 搬入先

  白井・吹屋・下中郷・上中郷・    
    渋川地区広域圏清掃 
委  浅田・北牧・樽・勝保沢・棚下  施設ごとの契約による     センター（焼却）  ・溝呂木・横野・下小室
 

託  祖母島・川島・津久田・真壁・   民間処理施設   施設ごとの契約による  
 小室・箱田  （堆肥化）
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　（２－２）し尿・汚泥（許可業者による収集） 

　　ア　し尿 

業者名及び収集区域 収集回数 収集方法 搬入先

 渋川衛生社    渋川地区広域圏環境  － バキューム車  
　（伊香保地区を除く市内全域）  クリーンセンター

 関東清掃社    渋川地区広域圏環境  － バキューム車  
　（伊香保地区を除く市内全域）  クリーンセンター

 北群馬衛生社    渋川地区広域圏環境  － バキューム車  
　（伊香保地区を除く市内全域）  クリーンセンター

 伊香保運送    渋川地区広域圏環境  － バキューム車  
　（伊香保地区のみ）  クリーンセンター

 

　　イ　単独浄化槽汚泥 

業者名及び収集区域 収集回数 収集方法 搬入先

 渋川衛生社    渋川地区広域圏環境  － バキューム車  
　（伊香保地区を除く市内全域）  クリーンセンター

 関東清掃社    渋川地区広域圏環境  － バキューム車  
　（伊香保地区を除く市内全域）  クリーンセンター

 北群馬衛生社    渋川地区広域圏環境  － バキューム車  
　（伊香保地区を除く市内全域）  クリーンセンター

 伊香保運送    渋川地区広域圏環境  － バキューム車  
　（伊香保地区のみ）  クリーンセンター

 

　　ウ　合併浄化槽汚泥 

業者名及び収集区域 収集回数 収集方法 搬入先

 渋川衛生社    渋川地区広域圏環境  － バキューム車  
　（伊香保地区を除く市内全域）  クリーンセンター

 関東清掃社    渋川地区広域圏環境  － バキューム車  
　（伊香保地区を除く市内全域）  クリーンセンター

 北群馬衛生社    渋川地区広域圏環境  － バキューム車  
　（伊香保地区を除く市内全域）  クリーンセンター

 伊香保運送    渋川地区広域圏環境  － バキューム車  
　（伊香保地区のみ）  クリーンセンター



№ 許可番号 業者名 住　　　所 電話番号 区分

1 1 丸政商事(株) 渋川市金井 0279-25-7025 収集運搬

2 3 (株)丸越 前橋市若宮町 027-231-0709 収集運搬

3 6 (有)渋川衛生社 渋川市渋川 0279-22-0923 収集運搬

4 8 伏見商店 渋川市金井 0279-22-2669 収集運搬

5 10 (有)東峰産業 渋川市北橘町 0279-25-7410 収集運搬

6 12 (株)テシマ 前橋市富士見町 027-288-5819 収集運搬

7 13 (有)太陽美装 前橋市富士見町 027-288-7325 収集運搬

8 14 上毛資源(株) 前橋市高井町 027-251-7395 収集運搬

9 19 群馬総業(有) 北群馬郡吉岡町下野田 0279-54-3361 収集運搬

10 20 東朋産業(株) 前橋市総社町 027-253-8260 収集運搬

11 21 (有)関東重機建設 渋川市渋川 0279-22-2289 収集運搬

12 27 外山産業(有) 桐生市菱町 0277-47-1005 収集運搬

13 28 (有)旭 前橋市上小出町 027-234-0717 収集運搬

14 30 塩沢商事(有) 前橋市富士見町 027-288-5101 収集運搬

15 33 (有)はるなクリーン 高崎市上室田町 027-374-1637 収集運搬

16 38 (有)柳澤商店 渋川市渋川 0279-22-1818 収集運搬

17 44 (有)衛掃 渋川市行幸田 0279-22-3990 収集運搬

18 46 (公社)渋川市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 渋川市吹屋 0279-22-4688 収集運搬

19 48 (株)ぐんま東庄 高崎市寺尾町 027-323-5331 収集運搬

20 49 北進重機(株) 渋川市川島 0279-25-0815 中間処理(伐採木等の破砕)

21 50 北進重機(株) 渋川市川島 0279-25-0815 収集運搬

22 55 リプロテック(株) 前橋市富士見町 027-288-5181 収集運搬

23 57 関口商店 渋川市半田 0279-23-1353 収集運搬

24 61 明和興業(有) 北群馬郡吉岡町 0279-54-0783 収集運搬

25 65 (有)戸口工業 埼玉県比企郡ときがわ町 0493-65-0601 収集運搬

26 66 (株)田子商会 北群馬郡吉岡町漆原 0279-25-7730 収集運搬

27 67 岸防水工業(株) 渋川市石原 0279-23-3151 収集運搬

28 70 生方工業(株) 沼田市岩本町 0278-24-0798 収集運搬

29 71 堤電気(有) 沼田市下発知町 0278-25-4006 収集運搬

30 73 (株)エイ・シー・シー群馬 高崎市大八木町 027-364-1558 収集運搬

31 74 (有)北毛リサイクル 渋川市赤城町 0279-56-4000 収集運搬

32 75 (有)エルアイビイ 前橋市二之宮町 027-280-2055 収集運搬

33 76 (株)ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｨｸ･ﾚﾋｭｰｽ 前橋市泉沢町 027-268-0055 収集運搬

34 79 沼田資源(株) 沼田市岩本町 0278-23-8153 収集運搬

35 82 伊香保運送(有) 渋川市伊香保町 0279-72-2434 収集運搬

36 83 (有)坂之下 渋川市渋川 0279-30-0577 収集運搬

37 85 (株)横田商事 館林市足次町 0284-72-2241 収集運搬

38 86 (株)荒牧 前橋市国領町 027-234-1825 収集運搬

39 88 (株)環境システムズ 高崎市倉賀野町 027-350-5353 収集運搬

40 92 (株)カネナカ 渋川市中郷 0279-53-3663 収集運搬

渋川市一般廃棄物処理業許可業者一覧



№ 許可番号 業者名 住　　　所 電話番号 区分

41 95 (有)青木 渋川市赤城町 0279-56-7076 収集運搬

42 96 石坂克巳 渋川市中郷 0279-53-3598 収集運搬

43 107 クリーンアシスト(株) 渋川市金井 0279-22-3052 収集運搬

44 108 (有)斉田商事 前橋市勝沢町 027-264-1931 収集運搬

45 109 (有)フジ不動産 前橋市日吉町 027-234-3557 収集運搬

46 111 押江工業(有) 渋川市中村 0279-23-3236 収集運搬

47 113 (株)沼田環境サービス 沼田市堀廻町 0278-22-4158 収集運搬

48 114 ウブカタ資源(株) 沼田市屋形原町 0278-22-5555 収集運搬

49 116 (有)下田組 前橋市富士見町 027-288-2849 収集運搬

50 119 (株)群馬清風園 前橋市関根町 027-231-3863 収集運搬

51 120 (株)石川産業 北群馬郡吉岡町下野田 0279-20-5545 収集運搬

52 121 阿久津興業 渋川市吹屋 0279-26-9317 収集運搬

53 122 (有)サクシード 渋川市赤城町 0279-56-5502 収集運搬

54 124 (有)島商事 高崎市箕郷町 027-350-4710 収集運搬

55 126 (有)オフィスコウセイ 前橋市三俣町 027-231-8601 収集運搬

56 127 (株)エーエルビー 沼田市奈良町 0278-24-2950 収集運搬

57 129 (有)マルヒロ商事 前橋市下小出町 027-235-2854 収集運搬

58 130 (株)友祇興産 前橋市富士見町 027-288-6775 収集運搬

59 131 (株)関越興業 沼田市戸鹿野町 0278-23-1221 収集運搬

60 132 (有)葵企画 前橋市三俣町 027-234-9015 収集運搬

61 134 環境トレジャー(株) 前橋市青梨子町 027-254-5486 収集運搬

62 135 (株)山商 渋川市赤城町 0279-56-5082 収集運搬

63 137 下田解体興業(有) 渋川市赤城町 0279-56-5089 収集運搬

64 139 角田建設(株) 渋川市北橘町 0279-52-3191 収集運搬

65 140 (株)BASE　HILL 前橋市鳥取町 027-212-6086 収集運搬

66 141 吾妻木質燃料(株) 渋川市祖母島 0279-25-8233 中間処理(伐採木等の破砕)

67 142 バイオロジスティクス(株) 館林市大手町 0276-55-6771 収集運搬

68 143 五十嵐商店 前橋市小坂子町 027-257-0327 収集運搬

69 144 (株)セイモー 高崎市上並榎町 027-363-3336 収集運搬

70 145 アズレック(有) 沼田市岩本町 0278-22-0009 収集運搬

71 148 (有)斉藤建設興業 渋川市赤城町 0279-56-5200 収集運搬

72 149 ワンストップ 渋川市行幸田 0279-51-8855 収集運搬

73 151 (株)SBS 高崎市金古町 027-384-2156 収集運搬

74 152 (株)エコ計画 埼玉県さいたま市浦和区 048-862-5011 収集運搬

75 153 　村山容器 渋川市渋川 0279-23-4840 収集運搬

76 154   長岡　幸雄 渋川市赤城町三原田 0279-56-3362 収集運搬


